令和８年度（2026年度）熊本市職員ストレスチェック業務委託
　基　本　仕　様　書　
１　業務名
令和８年度（2026年度）熊本市職員ストレスチェック業務委託

２　目的
労働安全衛生法第６６条の１０に基づくストレスチェック業務を実施することにより、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。

３　履行場所
　　熊本市中央区手取本町１番１号 他

４　委託期間
　　契約日～令和９年（２０２7年）３月３１日

５　業務概要
熊本市職員（以下「職員」という。）に対し、熊本市職員ストレスチェック制度実施要綱に基づくストレスチェックを実施するもの。なお、調査は新職業性ストレス簡易調査票の80項目を含む設問で実施し、受託者のシステムを用いたWEB方式とする。

６　委託内容
（１）　ストレスチェックの実施（WEB方式）
（２）　高ストレス者への対応等
（３）　集団分析結果の作成・提供
（４）　職場改善コンサルテーション
（５）　研修会・説明会等
（6）　人事担当部門へのアドバイス

７　対象者
本市職員のうち、対象となる約１３，０００人。ただし、対象者数は増減することがある。

８　実施方法
本業務を円滑に効果的に実施するため、スケジュール・実施体制・実施方法等について、契約締結前の仕様内容の検討段階で十分に協議を行うこと。職員の調査回答期間は概ね1か月とし、WEB方式による調査を実施すること。（外国語対応含む。）
（１）　ストレスチェックの実施
調査は新職業性ストレス簡易調査票の80項目を含む設問で実施し、協議により追加できるものとする。また、ストレスチェック調査票（以下「調査票」という。）及び案内チラシの作成、調査中の未受検者への受検勧奨(一斉メール配信等)、個人結果の作成及び通知を行うこと。また、職員の受検状況については、実施者や実施事務従事者が、実施中リアルタイムで把握できるようにすること。また、ログイン用アカウントのＩＤ・パスワード付与、システム操作マニュアルの作成、職員からの問い合わせに対応すること。
ア　個人結果について
調査実施後は、各個人結果の判定を速やかに行い、受検者に個人結果を通知すること。
個人結果の内容については、基本的な項目を列記するに留まらず、職員が理解しやすい体裁とし、事前に市と協議のうえ決定すること。
　  イ　未受検者への受検勧奨
個人の受検の有無について、実施者や実施事務従事者がWEB上で容易に確認ができ、かつ各所属長も所属職員の状況を確認できること。また、未受検者に対し、一斉メール配信等で受検勧奨を行うこと。
ウ　実施者等による個人結果の閲覧について
高ストレス者への支援のため、実施者や面接指導実施医が自身のアカウント権限で職員の個人結果を確認できること。
（２）　高ストレス者への対応等
高ストレス者選定については、厚労省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の素点換算表を用いた評価方法で判定すること。また、実施者や面接指導実施医が、高ストレス者一覧をWEB上で確認できること。なお、医師面接の申込については、受検者が、受検後すぐに案内等を確認でき、申込みを行えること。実施方法の詳細は、当市と十分な協議を行うこと。
（３）　集団分析結果の作成・提供
集団分析は、組織別・年代別・役職別など、複数の分析軸による作成を行うこと。また、分析結果を踏まえた職場改善のための情報提供を行うこと。なお詳細は、別途協議を行うこと。
ア　個人が特定できない規模（下限人数原則１０名以上。ただし、所属職員全員の同意がある場合
は除く。）及び方法（偏差値を用いる）において分析を行うこと。
イ　集団分析結果は実施者、実施事務従事者がWEB上で閲覧かつダウンロードできること。
ウ　所属長が自身の所属の集団分析結果をWEB上で閲覧かつダウンロードできること。
エ　結果の経年比較を行うこと。
オ　「総合健康リスク値」と「健康リスクA・B」「ワークエンゲージメント」「業務負担感」の数値を用いること。
（４）　職場改善コンサルテーション
集団分析結果を活用した職場環境改善等のアドバイスを各所属に行うこと。その際、各所属長に対し日程の調整を行うとともに、必要な資料等を準備し送付すること。また、実施後は報告書の作成を行うこと。
（５）　研修会・説明会等
受託者は、以下に示す研修会の企画及び資料作成、講師の派遣、実施後のアンケートの作成等を行うこと。実施時期及び内容等の詳細は、当市と協議すること。集合型研修を実施する場合は、アーカイブ動画を作成すること。また、使用した研修資料は当市に帰属するものとする。
①　ストレスチェック実施前説明会
ア　管理職向け説明会（動画形式）
・ストレスチェック制度説明
・システム操作説明
・集団分析結果の見方
イ　全職員向け説明会（動画形式）
　　　　　　・ストレスチェック制度説明
・システム操作説明
②　ストレスチェック実施後研修会
ア　管理職向け研修会（動画形式または集合型）
・集団分析結果について
・集団分析結果をふまえた組織マネジメントに関すること
イ　全職員向け研修会（動画形式または集合型）
・集団分析結果をふまえたセルフケア等に関すること
（６）　人事担当部門へのアドバイス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人事担当部門と行う報告検討会に講師を派遣し、分析結果の報告及び具体的なアドバイスを行うこと。その際に必要な資料等を準備すること。また、実施後は報告書の作成を行うこと。

９　情報管理等について
受託者は、「個人情報の保護に関する法律」に則り、第三者及び受託者の従業員等のうち実施事務従事者以外に対し個人情報を開示してはならず、また、本契約を遂行する目的以外に使用しないものとする。

１０　その他
（１）　受託者のシステム利用可能期間の終了をもって業務完了とし、業務完了報告書及びCDR等の電子媒体により別記の成果物を提出すること。
（２）　納品データ等の並び順は、当市が指定する順序で行うこと。

（別記）　成果物一覧
　　　　　　・受検者の素点や偏差値などの個人データを全職員分
　　　　　　・所属ごとの素点平均値や平均偏差値（局・部・課・室、学校等の単位で全所属分）
　　　　　　・所属ごとの組織分析結果（局・部・課・室、学校等の単位で全所属分）
　　　　　　・市全体や局別、特徴のある課などについてのデータ分析と対策案
　　　　　　・その他本業務において、当市が情報提供を求めるもの
